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第１章 総論 

第１節 「地方版総合戦略」策定の前提 

１．策定の趣旨 

地方版総合戦略は、特に人口減少という現実に即し、地域の活力を創生していくための目標を

示すもので、『まち・ひと・しごと創生法』第 10条に基づき策定されるものです。 

市町村は、国の定めた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「都道府県まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を勘案して、当該市町村の地域の実情に応じた、まち・ひと・しごと創生に関

する施策についての基本的な計画を定めることが規定されています。 

本村の最上位計画である、木祖村第５次総合計画（平成 30年度～平成 39年度）、及び木祖村

前期基本計画（平成 30年度～平成 34年度）に掲げている施策体系の中から、地方創生と人口減

少対策として特に有効な具体施策を、新たな施策を交え検討しました。 

これまでにも村では、各種計画や各産業分野において、村の発展のために、さまざまな施策を

行ってきています。いま必要なことは、これまでの地域づくり活動、前回の総合戦略の実績を踏

まえ、培った資源を『仕事づくり』『移住・定住促進』に変え、人口減を食い止めていくことで

す。 

村のことを最もよく知り、実際の現場に責任が持てるのは、移住者を含む村民自身であり、村

で働く人たちです。村に住む、村で仕事をする全ての人たちが積極的に動かなければ、戦略の実

現性は低くなり、これまでと代わり映えのしない総花的なものになることが避けられません。 

自分たちの子ども・孫世代の村の姿を想像し、「これなら実現できる！」と思う、身の丈に合

った戦略を立て、随時検証していくことが必要です。 

検討・策定にあたっては、「木祖村まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会」を発足さ

せ、素案及び施策の策定並びに評価に関して審議を行い、その結果に基づいた意見をまとめまし

た。 

 

 

２．基本事項 

（１）計画期間 

対象期間は、『木祖村人口ビジョン』が示す 2060年までの人口の将来展望を踏まえつつ、国及

び県が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画期間と同様に、令和２年度から６年

度までの５年間とします 

 

（２）推進方法 

本戦略に基づく事業の実施にあたっては、国の総合戦略に盛り込まれた「まち・ひと・しごと

創生」政策５原則（自立性・将来性・地域性・直接性・結果重視）の趣旨を踏まえ、事業の妥当

性を、個々に判断をしながら取り組みます。 

また、各施策、事業の評価等を行うとともに、地域を担う各主体にも広く意見をうかがいなが

ら、効果の検証を行います。PDCAサイクルに基づく進捗管理等は毎年度行うものとし、評価・検

証内容に応じて、本総合戦略の見直しを検討します。 



 

 

第２節 木祖村の現状と課題 

１．地域産業 

本村の基幹産業は、農畜産業や観光業ですが、その他に、建設業、木工業、木材加工業、酒造業

などを中心とした製造業（平成 28年製造品出荷額は 1,082百万円：出典  政府統計市町村の姿）

や、特産品販売などの商業（平成 27 年商品販売額は 1,372 百万円：出典 政府統計市町村の姿）

も、村の重要産業です。 

 

（１）農業の現状 

平成 27 年の村の総人口 2,899 人のうち、農業就業人口(注 1)は 84 人です。これは本村の総農家

数 198戸の１割程度に当たる、専業農家や第 1種兼業農家の農業従事者に相当し、その他の農家は、

農家数全体の 69.2％を占める自給的農家、及び販売農家のうち、第２種兼業農家に区分される 

15.2％の農家です。これらの農家は、農家である一方で、同時に建設業、製造業等、他産業への就

労が実態となっています。 

平成 27年総農家数の内訳は以下の通りです。 
 

農家の状況 

  戸数 割合 

総農家数  198 100.0% 

自給的農家数  137 69.2% 

販売農家数(注 2)  61 30.8% 

販売農家数内訳（再掲） 専業農家数 22 11.1% 

 第１種兼業農家数(注 3) 9 4.5% 

 第２種兼業農家数(注 4) 30 15.2% 

出典：農林水産省 「2015年世界農林業センサス」 第１巻長野県統計書 

 

本村の農業は「御嶽はくさい」に代表されるように野菜が主要品目です。 

御嶽はくさいは、永年の栽培実績に基づき、品質面での評価が高く、木曽地域を代表するブラン

ド野菜として、市場からも高い評価を受けており、平成 5年には商標登録されています。そのほと

んどが関西方面の漬物の原料として使用されています。本村の畜産から出される牛糞を堆肥化し、

御嶽はくさいの栽培に利用しており、はくさい農家は畜産農家と連携することで、有機肥料を比較

的安価に購入することができます。 

本村の耕地面積 214haのうち、過半数を占めるのは畑地であり、特に、はくさいの耕地面積が多

くなっています。 

耕作面積の状況 

 面積（単位：ha） 総面積割合 調査対象年 

総土地面積 14,050 100.0% 2015 

林野面積 12,582 89.6% 2015 

耕地面積 210 1.5% 2018 

 田（再掲） 87 0.6% 2018 

 畑（再掲） 123 0.9% 2018 

 うち耕作放棄地 52 0.4% 2019 

出典：農林水産省統計  市町村の姿、耕作放棄地は木祖村農業委員会による荒廃農地調査による 

 

(注 1)農業就業人口とは、15 歳以上の農家世帯員のうち、調査期日前 1 年間に農業のみに従事した者、又は農業と兼業の双方に従事し

たが、農業の従事日数の方が多い者を指します。本村では、平成 22年の総農家数 221戸のうち 59戸が販売農家ですが、そのう

ち専業農家数と第一種兼業農家数（計 25戸）が、概ね農業就業人口に見合うものと推察できます。 

(注 2)販売農家：経営耕地面積が 30a 以上又は農産物販売金額が 50万円以上の農家。 

(注 3)第 1 種兼業農家：兼業農家のうち、主な所得を農業から得ている家のこと。 

(注 4)第 2 種兼業農家：農業以外の所得が主となっている兼業農家。 



 

 

販売目的の作物別作付（栽培）経営体数と作付（栽培）面積は以下の通りです(注 5)。野菜類の

大部分ははくさいが占めており、次いで、水稲、そば類の作付（栽培）面積が多くなっていま

す。(注 6) 
 

作物別作付け状況 

 水稲 そば・雑穀 いも類 豆類 野菜類 花き類・花木 その他 

作付面積（ha） 7 2 0 0 33 X 9 

作付実経営体数（戸） 30 8 7 8 24 1 3 

出典：農林水産省 「2015年世界農林業センサス」 第１巻長野県統計書 

※表中の「X」は、サンプル数が少ないためデータ非公表の印 

 

農産物生産販売事業実績は平成 29年度が 265,654千円、平成 30年度が 308,131千円で、JA木

曽地域の中で、最も多い生産販売実績を誇っています。なかでも、野菜の生産販売は本村の主要

事業であり、木曽地域全体の 46%を占めていますが、その大部分がはくさいの生産販売です。 
 

ＪＡ木曽支所別 農産物生産販売事業実績                           （単位：千円） 

品目 米・雑穀 野菜 きのこ 花き・苗類 農産物合計 

    年度 

支所 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

楢川 0 0 755 798 5,185 4,745 0 0 5,940 5,543 

木祖 9,413 9,331 254,138 296,600 0 0 2,103 2,200 265,654 308,131 

日義 6,230 6,199 9,663 6,834 32,263 33,289 11,631 11,084 59,787 57,406 

木曽福島 11,298 8,865 13,885 11,352 18,096 17,147 5,044 6,176 48,323 43,540 

開田 325 240 261,435 280,077 0 0 2,246 2,609 264,006 282,926 

三岳 2,044 2,248 5,120 3,270 0 0 47,081 44,305 54,245 49,823 

王滝 129 136 1,872 1,477 0 0 411 371 2,412 1,984 

上松 13,837 14,526 10,427 7,164 0 0 4,410 4,508 28,674 26,198 

大桑 14,054 14,671 1,038 1,296 0 0 7,387 6,555 22,479 22,522 

南木曽 21,021 21,287 3,975 3,705 0 0 19,920 22,644 44,916 47,636 

本所 1,723 1,270 9,320 10,455 0 0 111 228 11,154 11,953 

合計 80,074 78,773 571,628 623,028 55,544 55,181 100,344 100,680 807,590 857,662 

出典：ＪＡ木曽支所別  農産物生産販売事業実績 

 

 
平成 30年度   ＪＡ木曽  支所別農産物生産実績割合 

(注5)農業経営形態としては、61戸（総農家数の30.8％）の販売農家は全て家族経営体であり、その他に2つの組織経営体が存在しま

す。販売農家の経営耕地規模は、61戸のうち32戸は1.0ha未満で、1.0～2.0未満が8戸、2.0～3.0ha未満が7戸、3.0～20.0ha未満が13

戸となっており、全国の平均経営規模と比較すると、やや小規模といえます（統計情報では合計戸数が１戸整合しない）。  

(注6)農林水産省統計「2015年世界農林業センサス」によれば、はくさい作付面積は、32ha、次いでそば26ha、水稲の5haとなっています。 
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（２）畜産業の現状 

本村の畜産業は、御嶽はくさいと並ぶ、「木曽牛」ブランドを中心とする肉用牛が主要品目です。 

畜産は、景観保持や堆肥の供給などの面で、木祖村の主要農作物であるはくさいとの繋がりが深

く、循環型農業という観点からも、本村農業の発展にとっては重要な位置づけにあります。木曽郡

内の他地域が組合組織による畜産運営であるのに対して、本村では個人の畜産家による運営が主体

となっています。 

本村における和牛の畜産は、繁殖(注 7)と肥育の両方が並存しています。2007 年（平成 19 年）

の肉用牛飼養戸数は 15戸、乳用牛飼養戸数 2 戸、肉用牛飼養頭数は 530頭でした。2020 年（令和

2 年 1月 1 日現在）では畜産農家は全体で９戸、うち繁殖のみに従事する農家が６戸、繁殖と肥育

の複合経営農家が 1戸、酪農農家が 2戸で、飼養頭数では肥育牛が 110頭、育成含む繁殖用雌牛が

98頭、乳用牛が 52頭で、子牛が 36頭と、合計頭数 296頭です。この他に農協の畜産支援センター

に繁殖用雌牛が 60 頭と、40 頭の子牛がおり、これらを加えた総頭数は 396 頭と、畜産農家数、飼

養頭数ともに減少傾向にあるといえます。 

こうした減少傾向の一方で、JA 木曽の集計によれば、本村の畜産生産販売事業実績は、平成 30

年度で JA 木曽支所全体の中で最も多い 26.2％を占めており、和牛子牛では、17.8％、その他畜産

（主に肥育牛）に限れば、約６割と圧倒的な事業実績を誇っています。 
 

ＪＡ木曽支所別 畜産物生産販売事業実績                   （単位：千円） 

品目 和牛子牛 その他畜産 畜産計 

年度 

支所  
平成 29年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 30年度 

楢川 0 0 0 0 0 0 

木祖 77,290 69,429 79,493 60,736 156,783 130,165 

日義 52,032 36,612 3,066 4,477 55,098 41,089 

木曽福島 8,796 6,808 679 1,424 9,475 8,232 

開田 47,597 36,394 1,238 3,789 48,835 40,183 

三岳 59,664 68,093 3,577 1,929 63,241 70,022 

王滝 0 0 0 0 0 0 

上松 77,054 72,585 5,316 6,807 82,370 79,392 

大桑 64,986 62,540 2,823 6,176 67,809 68,716 

南木曽 43,775 37,462 21,347 20,858 65,122 58,320 

本所 0 0 0 0 0 0 

合計 431,194 389,923 117,539 106,196 548,733 496,119 

出典：ＪＡ木曽支所別  農産物生産販売事業実績 
 

 

和牛子牛 平成 30年度生産販売実績割合    その他畜産(主に肥育牛) 平成 30年度生産販売実績割合 

(注7)繁殖農家に飼養された母牛と、その母牛から産まれた子牛は長野県内外の肥育農家に出荷され、信州和牛・岐阜県の飛騨牛・滋

賀県の近江牛・三重県の松阪牛などになります。 
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以上のように、本村の畜産業生産販売実績は、木曽地域の中でトップレベルにあり、特に肥育

牛の販売実績では大きな強みを発揮しています。一方で、木曽牛取扱全 27施設のうち、本村に所

在する施設は飲食店 2店舗、販売店 1店舗と少なく、他は全て本村以外の木曽地域か都市圏（平

成 27年 7月長野県木曽地方事務所発表）に立地しています 
 

（３）観光の現状 

本村は、太平洋に注ぐ木曽川源流の里としての豊富な水資源や、周囲を 2,000メートル級の山々

に囲まれた山岳環境などの多様な自然資源のほか、京都と江戸を結ぶ中山道六十九宿の一つ「薮原

宿」として栄えた歴史や、かつては上高地へ通じる主要な交通路であった県道 26 号の起点として

交通の要所であった歴史を持ち、こうしたストックが本村の観光資源の中核です。 

近年の観光客数動向としては、上下流交流事業の推進や道の駅オープンなどにより、観光客入込

数が増加し、平成 22 年以降は 20 万人を超えています。一方で、やぶはら高原の場合、平成 27 年

の観光消費額は 12億円を超えたものの、以降は８億円前後で推移しています。 
 

 

観光地のべ利用者数の推移 

 

観光地のべ利用者数の推移                                  （単位：千人） 

 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 

やぶはら高原 194 245 244 246 226 237 218 235 248 195 

鳥居峠 8 12 10 12 12 16 16 7 9 9 

奥木曽湖 16 14 11 11 8 8 16 8 10 10 

合計 218 271 265 269 246 261 250 249 267 214 

出典：長野県観光地利用者統計調査結果 

 

平成 24 年の木曽地域観光概況（木曽地方事務所商工観光建築課）によれば、長野県全県と比較

した場合の木曽地域観光地利用者の特徴として、利用者の県外率が86.4％と高いこと（全県64.8％）、

宿泊率が 19.2％と低いこと（全県 37.2％）などが挙げられます。 

これを本村に限定して具体的に見てみると、平成 30年の観光客数約 26万 7千人の大部分、約 22

万人（81.1％）が県外からで、残りの約 5万 1千人（18.9％）が県内来訪者です。また、日帰り客

が約 22 万 6 千人（84.4％）であるのに対して、宿泊客は約 4 万 2 千人（15.6％）にとどまってい

ます。県外からの日帰り客が圧倒的に多く、木曽地域全体の観光客の傾向を反映する結果となって

いると言えますが、本村への宿泊客は、木曽地域の中でも低比率となっています。 

宿泊客の取り込みという点では、本村の宿泊施設は薮原宿エリアに 2施設、スキー場・こだまの

森エリアに 11 施設がありますが、通年での稼働率は低く、滞在型観光やオフシーズンの利用促進

が課題となっています。 
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平成 30年観光地月別のべ利用者数の推移 

 

過去４年間の出身地別、形態別、月別観光地のべ利用者数の推移             （単位：百人、百万円） 

 平成 合計 県内 県外 日帰り 宿泊 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 
観光 

消費額 

や
ぶ
は
ら
高
原 

27年 2,372 439 1,933 1,994 378 367 272 194 45 204 180 215 378 196 136 76 109 1,213 

28年 2,182 513 1,669 1,822 360 292 233 165 72 201 103 204 361 149 160 89 153 791 

29年 2,351 431 1,920 1,963 388 336 263 203 74 157 187 190 408 146 138 90 159 868 

30年 2,481 455 2,026 2,065 416 303 256 190 106 206 231 184 432 171 171 93 138 898 

鳥
居
峠 

27年 164 32 132 164 0 0 0 1 15 20 22 17 21 18 30 17 3 13 

28年 163 24 139 163 0 0 0 0 11 21 22 20 19 17 30 21 2 14 

29年 68 24 44 68 0 0 1 2 8 10 5 5 4 7 9 16 1 6 

30年 88 29 59 88 0 0 1 3 25 10 6 3 4 6 13 16 1 7 

奥
木
曽
湖 

27年 77 17 60 77 0 0 0 0 4 13 5 7 18 8 14 8 0 5 

28年 159 20 83 103 0 0 0 0 1 9 7 30 72 18 22 0 0 8 

29年 75 15 60 75 0 0 0 0 4 20 6 20 17 8 0 0 0 6 

30年 103 22 81 103 0 0 0 0 6 16 15 10 24 11 12 9 0 8 

合
計 

27年 2,613 488 2,125 2,235 378 367 272 195 64 237 207 239 417 222 180 101 112 1,230 

28年 2,504 557 1,891 2,088 360 292 233 165 84 231 132 254 452 184 212 110 155 814 

29年 2,494 470 2,024 2,106 388 336 264 205 86 187 198 215 429 161 147 106 160 880 

30年 2,672 506 2,166 2,256 416 303 257 193 137 232 252 197 460 188 196 118 139 913 

出典：長野県観光地利用者統計調査結果 

 

以下は、本村内の主要な観光施設の概要です。 

 

①やぶはら高原スキー場 

全国的に愛好者が減少しているスノーボーダー・スキーヤーが対象でありながら(注 8)、ゲ

レンデのメンテナンス、ゲレンデ食の PRなどが奏功し、入込み数は微増しています。 

一方で、施設の設置時期が古く、更新時期を迎えています。 

 

②こだまの森 

上下流交流の推進や林間学習の受入れで入場者数は毎年増加しています。しかしながら、平

日の利用者確保が課題となっており、マレットゴルフ場の活用などが検討されています。 
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施設の設置時期が古いものもあり、順次更新を進めています。また、指定管理者により運営

されています。 

近年、やぶはら高原スキー場や、こだまの森の運営などのリゾート関連は、全般的に、観光

客数は増加傾向にあります。一方、これを雇用の観点から見ると、冬場 3～4ヶ月における 80

人以上の雇用実績や、ゴールデンウィークから夏場にかけての季節型スポット雇用があります

が、季節による変動が大きく、通年雇用にはなっていません。 
 

③水木沢天然林・鳥居峠ウォーキングコース 

JRや大手バス会社企画のウォーキングツアー開催により入込み数は増加しています。特に、

鳥居峠においては、外国人のウォーカーが増えてきています。 
 

④奥木曽湖 

木曽川最上流に位置し、上下流交流の源ともいえる味噌川ダム、奥木曽湖も本村の重要な観

光資源です。こだまの森を起点として奥木曽湖周辺を走行コース（日本陸連公認コース）とす

る「やぶはら高原はくさいマラソン大会」では、毎年多くの参加者が来訪しており、他にカヌ

ー体験なども実施されています。 

 

（４）林業及び木工業の現状・本村の地域資源 

本村の面積のうち約 91％が森林面積であり、約 56％が国有林となっている。民有林は、4,974ha

にうち公有林 1,393ha、私有林 3,580ha であり樹種は、カラマツ 49％、ヒノキ 14％、広葉樹 25％

等となっています。 

本村には、数百年に及ぶ木工の歴史と伝統があり、「木の匠」と称される木工職人集団が存在し、

伝統工芸である「お六櫛」、「日曜画家の村」としての絵画用品（油絵や水彩画用のキャンバス枠

の生産は国内の大半を占める）や、小木工製品などの木工業の歴史的な基盤があります。なかでも、

江戸時代後期から明治にかけて全国で大いに流行った「みねばりのお六櫛」は、薮原宿では享保時

代から作られてきたという 300年近い歴史を持っており、昭和初期までは村全体で、櫛作りに携わ

っていました。手挽き櫛の商品付加価値は高く、皇室に納めた実績もあります。 

また、カラマツの間伐材利用などの木材加工への取組みも、始まっています。 

 

（５）地域産業と雇用創出 

人口減少問題への取組みにおいては、地域経済縮小という課題を克服し、雇用を創出することが

中心政策のひとつです。そのためには、効果的な地域経済循環による資金の流れを実現することで、

縮小化を抑えることが重要です。 

 
地域経済循環のイメージ 

（出典：環境省） 



 

 

地域経済縮小という課題を克服するにあたり、平成 27 年度版「環境白書」では地域循環経済に

おける効果的な資金の流れを検討するために以下のように幾つかの視点を紹介しています。 

これらの視点に基づき、これまでの現状整理、分析を基に、取り組むべき課題を整理しました。

これらの課題に取り組むことで雇用の創出をめざすことが必要です。 

 

地域経済循環の視点 雇用創出に向けた課題 

【視点１】 

地域で強みのある産業はなにか。地域外

から資金を獲得できる産業はなにか。 

・畜産業では木曽牛を取り扱う販売施設・店舗が村内に少ないため、事業実績に見合っ

た資金流入に繋がる潜在的機会を逸しています。既存の基盤を活用した高付加価値化

を図ることが課題です。 

・本村の木工を中心とした付加価値の高い伝統工芸品は、域外からの資金獲得という点

では、強みが十分に発揮されていないのが課題といえます。 

・本村の多様な観光資源は、地域外からの資金獲得増加のための強い潜在力をさらに発

揮できる余地があると思われます。 

・本村は木曽川源流の里として、豊富な自然条件に恵まれています。こうした好条件を

さらに活かすための新たな試みも課題といえます。 

【視点２】 

地域の所得が、地域住民の所得になって

いるか。 

・労働所得を地域内で確保することにより、地域内での消費、納税、及び再投資などの

効果を生み出すことが課題です。 

【視点３】 

地域住民の所得が地域内で消費されてい

るか。 

・村民の村外での買い物など、村外への支出を抑えるための店舗づくりなどが課題とな

ります。 

・村外からの仕入れ、サービス提供なども村外への資金流出となるため、これらをどの

ように抑えられるかが今後の課題です。 

【視点４】 

地域住民の所得が地域内で再投資されて

いるか。 

・本村住民の金融機関への貯蓄の、本村外への再投資は資金流出となります。たとえば

JA 木曽の預貸率は 20％を僅かに上回る程度となっており、これは、地域内の資金需

要が乏しく、大半の資金が地域外に流出していることを示しています。地域内資金需

要を生み出すことが、課題といえます。 

 

 

（６）地域産業における後継者の育成 

効果的な地域循環経済の実現を支えるためには、各産業分野での深刻な後継者不足の解消が課題

です。たとえば、本村の販売農家は、全て小規模な家族経営体であり、農業生産法人設立などの経

営形態見直しによる集約化などが後継者不足解消のための検討課題です。 

また、手挽きお六櫛は、その高付加価値性から、本村の重要な地域資源であり、文化的重要性に

加え、地域外からの資金獲得を期待できる伝統工芸品です。しかしながら、数少ない職人の高齢化

による後継者不足が深刻な課題となっています。そのため、具体的な振興計画に基づく取組みが必

要です。 

後継者不足への取組みは、効果的な地域経済循環実現の支えとなるものです。そのための有力な

施策として、U・I・J ターンの促進による移住・定住対策が考えられます。具体的には、既に実施

計画に盛り込まれている村営住宅建設の計画や、現在、村内に存在する空き家の活用などが挙げら

れます。平成 27 年 5 月に、「空き家対策特別措置法」が全面施行されたことで、市町村の空き家

対策に法的根拠が与えられており、空き家対策の実施による移住・定住を促進するための基本的な

法的環境が整ってきました。 

 

 



 

 

２．生活環境 

（１）集落内構成の変化や空き家数の増加 

人口減少と少子高齢化による影響を克服して「若者が喜んで住める村」づくりを推進するため、

土地利用、上下水道、自然保護・環境保全、住宅、景観形成、道路交通、及び情報通信など、既に

多様な分野で施策展開を行ってきています。なかでも、土地利用や住宅分野においては、近年増加

している遊休荒廃地や空き家への対策が、若者定住や雇用促進を推進する上での重要課題です。 

 

（２）子ども・子育て、教育環境の縮小化 

出生適齢期にある女性人口の減少により、出生数は減少傾向にあります。近隣の子どもの減少に

よる子どもの社会性の希薄化や、核家族化にともなう親の育児不安などの社会問題は、本村におい

ても例外ではありません。 

 

（３）高齢者福祉への対応 

木祖村の老年人口割合は現在 42％を超え、将来も 40％を超えて推移すると予想されています。

平成 12 年に開始された介護保険制度により、本村でも高齢者福祉の基盤は整備されつつあります

が、要介護高齢者も増加しており、施設入所については、多数の入所待機者がいるのが現状です。

また、高齢者の雇用に関しても、シルバー人材センターとの連携による働き場所の確保・充実など

とともに、新たな雇用機会の創出も必要といえます。 

 

（４）医療体制 

人口減少、高齢化の進行した本村では、日常健康管理の徹底、慢性疾患に係る医療、救急医療や

入院対応の体制整備など多様な課題を抱えています。また、広域での対応が必須であり、病院路線

の確保など、患者の輸送手段の整備も必要です。 

 

 

 



 

 

３．自治体経営 

（１）歳入への影響 

平成 29 年度普通会計決算における財政力指数分析では、人口の減少や高齢化の進行、長引く景

気低迷などから個人･法人関係の減収による財政の悪化が懸念されており、税収は減少傾向で推移

しています。財政力指数は、味噌川ダム償却資産税により類似団体を上回る税収があるため 0.34と

なっていますが、下降傾向となっており今後も年々低下することが予想されています。 

平成 27年度から 29年度にかけて、歳入合計そのものには際立った変動はありませんが、平成 30

年度にはやや増加しています。その要因としては、地方債の増加となります。一方、地方交付税、

地方税は、微減しています。 

平成 30 年度の地方税 663 百万円のうち 81.6％が償却資産税によるものであり、人口減少問題へ

の取組みなどによる税収の安定的な確保は村の課題となっています。 
 

 

普通会計歳入項目別内訳推移 

 
 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

地方税地方譲与税 730,673  705,788  687,110  662,835  

交付金 69,563  60,819  64,721  66,892  

地方交付税 1,255,229  1,241,320  1,229,312  1,200,894  

使用料分担金・負担金他 37,964  38,885  39,434  47,330  

国庫・県支出金 152,058  170,051  109,421  113,596  

財産収入 17,140  15,230  18,448  18,475  

繰入金繰越金 163,071  47,082  204,507  186,799  

地方債 217,800  376,200  294,400  409,700  

その他 55,791  79,692  71,670  147,228  

歳入合計 2,699,289  2,735,067  2,719,023  2,853,749  

総人口（４月１日現在） 3,095  3,038  2,988  2,925  

 

（２）公共施設、 社会インフラの維持管理 

人口減少、 景気低迷による地方税収入の減少により、 自主財源の比率が低下傾向にある中、 村

内の公共施設は老朽化が進んでいます。 投資的事業の実施や行政サービスの推進については、 優

先順位の明確化や、 受益者負担の適正化を十分に考慮し、 財政の健全化に努めていくことが重要

です。 
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４．木祖村の「プラス要因」と「マイナス要因」 

地域産業、自治体経営の現状整理などに基づき、現状の木祖村のプラス要因(強み)・マイナス要

因(弱み)をいわゆる SWOT分析の手法をもとにまとめたものが以下の図表です。 

 

木祖村  SWOT分析 

 プラス要因 マイナス要因 

内部環境 

（村内のヒト・モノ・

カネ・情報等の資源） 

Strengths 強み Weaknesses 弱み 

◎御嶽はくさいブランドと木曽ブランド牛におけ

る木曽地域随一の生産販売実績 

◎繁殖と肥育が並存する畜産業 

◎お六櫛に代表される伝統工芸品 

◎長年の木工の歴史と技術に培われた木工産業、

職人集団 

◎盛んな上下流交流 

◎多様な観光資源 

◎マラソン大会（日本陸連公認コース）、自転車

ロードレース（長野県自転車競技大会開催等）

などの運営実績、ノウハウ 

◎中山道宿場・御嶽山登山・御嶽信者と深く係り

をもち「百草」とともに発展した製薬業 

◎将来も村に住みたいと考えている高い住民意識 

◎比較的少ない社会人口減 

◎人口減少による後継者不足 

◎若者の転出 

◎少ない木曽牛販売店舗 

◎味噌川ダムの償却資産税に依存した財政力指数 

◎道の駅との連携・地域資源の線の連携の改善余地 

◎滞在型観光をめざすための宿泊施設数の少なさ 

◎四季型の観光資源がある一方で、通年雇用が実現

していない産業構造 

◎村内での消費、納税、再投資の少なさ 

外部環境 

（社会経済環境、近隣

市町村状況等） 

Opportunities 外的機会 Threats 競合劣位 

◎若者の都市離れ傾向 

◎全国的な外国人観光客の増加 

◎空き家特措法の施行 

◎外国人の和牛嗜好 

◎スキー・スノーボード人口の低迷 

◎御嶽山噴火による観光への悪影響 

 



 

 

第２章 総合戦略の方向 

第１節 基本理念と施策 

１．基本理念 

元気いっぱい「源流の里」木祖村 

～木曽川の恵みと笑顔あふれる村～ 

 

木曽川「源流の里」木祖村は、豊かな自然資源に培われ、多様な経済資源や観光資源を有

した、元気と笑顔に溢れた村です。また、歴史や伝統のほか、産業振興の原動力は、これま

での先人の努力によって築かれてきたものです。 

こうした多くの恵みを次世代に繋いでいくこと、そして、これらの恵みをより多くの人々

と共有することが、木祖村の発展の糧となります。 

総合戦略は、このような希望のもとに、木祖村の元気と笑顔を繋げていくことを基本理念

とします。 

 

 

２．基本分野の設定と位置づけ 

基本理念を実現するため、総合戦略では以下の 4つの基本分野を設定します。 

 

１）仕事の魅力創造・発信 

２）交流・移住の拡大 

３）子育て、多世代交流 

４）健康で安心な村づくり 

 

４つの基本分野のうち、総合戦略の重点分野は、「仕事の魅力創造・発信」であり、現在

ある仕事の魅力を再創造するとともに、安定した雇用を新たに生み出していくことが、村の

創生、人口減抑制の中心課題となります。 

 

 

交流・移住の拡大 

「村の創生」 

人口減少を 

抑制する 

子育て、多世代交流 

仕事の魅力創造・発信 

健康で安心な村づくり 



 

 

３．施策体系 

本村には、御嶽はくさい、木曽牛などブランド化された高付加価値農産物があり、これら

の生産販売実績は木曽地域でもトップクラスの位置づけにあります。また、観光資源におい

ても、木曽川「源流の里」として豊富な自然資源のほか、奥木曽湖、こだまの森、やぶはら

高原スキー場など、魅力ある観光資源を有しています。伝統工芸品の評価も高く、「お六

櫛」はその代表的な存在として潜在的に強い商品付加価値を持っています。 

その他にも、日本陸連公認コースを利用したマラソン大会など、スポーツイベントも盛ん

に開催されています。 

これらの地域資源の強みを十分に活かすことが、村の地域経済活性化への足がかりと成り

得ます。一方、後継者の不足や、村の全国認知度が期待されるほど高くないこと、地域外へ

の積極的な経済活動の不足などから、その強みは潜在的なものにとどまっているのが現状で

す。 

健全な財政を維持しながら、これらの課題の克服を目指して地域経済を活性化する仕組づ

くりに取組むことが雇用を増やすためのきっかけとなり、人口減少の抑制に資することにな

ります。 

 



 

 

 

仕事の魅力創造・発信 

「源流の里」木祖村の資源再発見、新発見 

村の強みを活かす・地域資源の有効活用 

効果的な地域循環経済 / 地域での消費、再投資を促す仕組 

ひと・まち・地域（「仕事の魅力創造・発信」のための基盤） 

健全財政・行政サービスの維持・向上 

住民意識への配慮 

生活環境の維持・向上 

健康で安心な村づくり 子育て、多世代交流 交流・移住の拡大 

潜在資源・潜在機会 

企業誘致など 

農作物 

とうもろこし他 

通年野菜 

景観 

木材加工 

カラマツ 

森林整備、農地保全 

源流の里 

水の資源・エネルギー 

観光 

四季型・滞在型 

アウトドアレジャー

スポーツイベント 

マラソン・カヌー他 

木工業 

お六櫛・木の匠 

地域材の利用 

地域ブランド 

木曽牛・御嶽はくさい 



 

 

以上のことを踏まえて、総合戦略では、４つの基本分野ごとに基本方向に沿った基本目標と

KPIを設定し、基本目標達成のための重点戦略別に施策及び事業を推進するものとします。 

 

 

基本目標 基本分野別に基本方向、基本目標及びKPIを
設定 

重点戦略 基本目標を達成するための重点戦略 / 重要プロジェクト 

施策・事業内容 重点戦略別の具体的な施策・事業
内容 



 

 

第２節 基本分野別の施策内容 

１．仕事の魅力創造・発信 

基本目標  

木祖村にあった、魅力ある仕事の創造と魅力の発信 

村内にはお六櫛・画材等をはじめとした木製品加工や畜産、農林業等これまで培ってきた産

業があります。また、スキー場、こだまの森、水木沢天然林、奥木曽湖、鳥居峠、薮原宿な

ど、観光資源もあります。 

これらの資源を活かし、これまで培ってきた産業や仕事の魅力を再発見するとともに、若い

世代や村外の方が魅力を感じるものへと変革していきます。また、地域資源を活かした新たな

産業を興し、村外へ向けて、その魅力を発信していきます。 

 

重点戦略  

（１）魅力ある仕事を創造する人づくり、人材の確保 

（２）魅力を発信する特産品の開発、育成 

（３）魅力再発掘による観光の活性化 

（４）地域資源を活用した魅力発信 

（５）地場産業の育成と新しい事業の創造 

 

【重点戦略を実現するための施策】 

（１）魅力ある仕事を創造する人づくり、人材の確保 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

職業相談及び働き方改革の推

進 

移住・交流を含めた推進体制の確

立 ０人 
推進体制の

確立 

 
木曽地域雇用対策推進協議会と連

携し、就業体験の案内、受入支援

を行う。 
０件 

相談件数 

20件 

 
木祖村独自の地場産業活性化

支援 

地場産業の販売先拡大支援 
 

支援先 

５社  
アンテナショップを活用した販路

拡大 
 

売上伸び率 

200％  
暮らしを支える仕事づくり

（特産品のブランド化) 

特産品地域ブランドの再点検や新

たな地域ブランド化を図り、消費

拡大につなげます。 

  
 

木祖村名古屋総合拠点施設（木祖

村アンテナショップ）や関東方面

にある公的施設等を有効に活用

し、特産品の知名度向上と消費拡

大を進めます。 

  
 

暮らしを支える仕事づくり

（商工業) 

村内店舗等に特化した住民サービ

スを創設し、村の中での消費拡大

を目指します。 

  
 



 

 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

制度資金を継続し、企業の体質改

善の推進を図ります。 
  

 
経営状況を鑑み、制度資金保証料

補給や利子補給を継続します。 
  

 
村内への消費拡大を図るため、商

店・店舗等の集約化と消費しやす

い環境を研究します。 
  

 
源気くん型地域産業活性化事業を

継続し、地域資源の活用、担い手

育成を推進します。 

  
 

地場産業の育成を支援するため、

村内で営む小規模事業所や個人事

業主などの産業について村内外へ

発信していきます。 

  
 

暮らしを支える仕事づくり

（創業支援) 

村内で新たな事業をはじめる人の

相談にのり、事業を進めやすいよ

う支援します。 

  
 

木祖村で創業する者に対し補助金

を交付し創業しやすい環境を整え

る。 

事業者が実施する新たな取組みに

対し支援し、所得を向上させる。 

創業支援 

年平均 1 件 

新規事業 

年平均 2 件 

創業支援 

年平均 2 件 

新規事業 

年平均 3 件 
 

創業支援事業を継続し、創業者に

対する支援の強化と充実を図りま

す。 

  
 

新規、継承就農者の育成、支

援 

新規就農者の募集案内の作成、ホ

ームページでの紹介 
 

問合せ件数 

30人  
新規就農者募集セミナーの開催 

 
集客数 

10人  
新規就農者、継承就農者の受け入

れ 
 

新規就農者 

２人  
新規就農者の経営確立支援 

 
経営確立 

新規就農者 

１人 
 

暮らしを支える仕事づくり

（農業) 

農地中間管理事業による農地の効

率的な利用や、日本型直接支払制

度による地域の共同活動を支援

し、農地の荒廃化防止に努め地域

資源の活用を図ります。 

  
 

農道、集落道、かんがい排水など

農業生産基盤事業と、農産物加工

施設をはじめとした活性化施設な

どの農村生活環境基盤整備事業を

総合的に推進します。 

  
 

農作業従事者の減少により、地域

防災水路を兼ねている用排水路の

維持・管理の軽減を図るため、新

たな管理方策について検討しま

す。 

  
 



 

 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

農業用水及び水路を含め農地の現

状を把握し、農業施設台帳と整合

を図りながら農地の集積、集約化

に向けた取組を進める。 

農地の話合い

集落件数  

０件 

農地の話合

い集落件数

10 件  

有害鳥獣対策と人材確保 有害鳥獣対策のための人材の募集 
 

猟友会 

会員数維持  
山林と農地の間の緩衝地帯の設置 

 継続 
 

家畜による鳥獣対策（観光、加工

品、緩衝地帯の整備）や放牧体制

の確立 

 
放牧の 

実現  

中小企業退職者共済掛金の補

助 

補助金制度の告知、導入支援 
 

導入事業所数 

10社  
継続雇用制度（退職後の雇用） 

 
継続事業所数 

5社  
観光協会を中心としたガイド

登録制度確立 

公認ガイド制度の制定 

 
制度の制定 

R03年 

 
制度に基づいたガイドの育成研修 

 
参加者数 

200人 

 
公認ガイドの登録推進 

 
登録数 

40人 

 
後継者育成のための小企業助

成 

後継者向けの経営に関する研修の

実施  
参加者数 

20人 

 
後継者を育成するための事業主に

対する研修会  
参加者数 

20人 

 
後継者を受け入れることができる

就業環境、雇用制度の確立  
事業所数 

100社 

 

暮らしを支える仕事づくり

（森林と林業） 

下流域の住民等による森林ボラン

ティアを継続すると共に、下流自

治体や企業による森林整備協定の

増加の増加を図る。 

森林ボランテ

ィア実績あり 

森林整備協定

０件 

森林ボラン

ティアの 

継続 

森林整備 

協定 2者 

 

効率的な森林整備を図るため、地

域生産組合との連携を密にし、実

効性の高い森林経営計画の策定を

推進します。 

  
 

木祖村公共建築物、公共土木工事

などにおける県産材利用方針に基

づき、地域材の利活用を促進しま

す。また、薪ストーブ用の薪、木

質チップ等の村内での供給体制づ

くりを目指します。 

  

 



 

 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

地域の森林を、持続的に適正管理

する新たな方策を検討します。ま

た、適切な管理が行われるよう林

業従事者の確保・育成を支援しま

す。 

  
 

公有林をはじめ、民有林全体の森

林整備を視野に、新たな制度の導

入について調査研究を行います。 

  
 

公有林の適正な管理に努め、村民

の財産である森林資源の有効利用

を図ります。 
  

 
国有林との施業の集約化、路網の

整備、施業の連携等により、森林

整備の効率化を図ります。 

  
 

森林づくり県民税を活用した里山

整備などを積極的に推進します。 
  

 

 

（２）魅力を発信する特産品の開発、育成 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

加工センターを活用した商品

開発 

都市圏バイヤーによる商品評価の

実施 
 

試作評価会 

4回参加  
原材料生産の奨励 

 
 

地域 6次産業

化体制の確立  
地域営農組織及び生産組織の

整備 

地域営農組織、生産組織の確立 
 

営農組織 

２組織  
遊休農地有効利用と農地の集

積推進 

遊休農地の把握 

（アンケート等による把握） 
 毎年実施 

 
中核経営体への農地集積 

 
集積率 

60％  
新品目作物導入支援（ワイ

ン、雑穀） 

新品目導入のための支援 
 

新品目導入 

３団体  
新品目商品化のための支援 

 
新商品 

５品目  

 

（３）魅力再発掘による観光の活性化 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

観光デマンドバス（木曽福

島、伊那から直行便） 

期間限定による、直行便の運行、

利用者募集 
 

運行数 

100便  
歩く、自転車で遊ぶを活用し

た、村全体の観光地化 

歩く、自転車利用による観光ルー

トの開発 
 

周遊観光 

２ルート  
ウォーキング、サイクリング初級

者コースの調査研究  

調査研究の

ための検討

会実施 

２回 
 

貸し自転車の運営支援 

 

貸出自転車数 

30台 
利用者数 

2,500人 
 



 

 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

暮らしを支える仕事づくり

（観光） 

外国人観光客を増やすインバウン

ド対策の強化を図るため、看板の

見直しや、宿泊施設が充実するよ

うな施策を講じます。 

  
 

「こだまの森」施設など老朽化施

設の改善を図るとともに、有効に

活用できるよう研究します。 

  
 

（一社）木祖村観光協会と連携

し、村独自の観光施設や観光資源

を点から線へ、線から面へと結

び、体験を含め、長期滞在型の観

光となる仕組みを構築します。 

  
 

やぶはら高原スキー場が継続し、

さらに発展するよう必要な施策を

講じていきます。 

  
 

木曽川の「源流の里」にふさわし

い山、川、湖、空等の観光資源を

有効に活用し、安全かつ安心して

楽しめる環境を整え、村民と観光

客が気軽に利用できる仕組みを構

築します。 

  
 

日本遺産登録により注目を浴びる

なか、観光客の増加が見込まれま

す。観光客の一人ひとりに対する

思いやりとおもてなしが重要で

す。地域住民とのふれあいを大切

にし、木祖村に関係を持つ人を増

やしていきます。 

  
 

誘客に関する PR は、効果及びコ

ストに見合った方法を選択し、目

的を明確にするとともに、的を絞

った事業展開を進めます。 

  
 

山村ビジネスの担い手となる村内

観光事業者が、その機能を十分に

発揮できるよう、総合的な連携を

深め、全体的なイメージアップを

図ります。 

  
 

誘客力の弱い時期（春・秋・初

冬）や平日における誘客のあり方

について研究します。 

  
 

観光客安全対策を実施していきま

す。 
  

 
「しらかば平別荘地」施設の適正

な維持・管理と、景観に配慮した

立木伐採を引き続き行い、周辺の

環境整備を進め、安全で快適な別

荘地とします。 

  
 

 

 

 



 

 

（４）地域資源を活用した魅力発信 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

新しいイベントを企画し実施

する 

現在開催しているイベントの評価 
 

評価実施 

R2年度  
現状の観光における課題、イベン

トで解決したい課題抽出 
 

課題抽出 

R3年度  
新規イベントの検討、開発 

 
企画立ち上げ 

R5年度  
木祖村三大イベントについて工夫

を凝らし、更なる誘客に努め、地

域経済の発展を図ります。 

  

 

空き家を活用した観光事業の

推進 

現状の観光における課題の抽出 
 

課題抽出 

R2年度  
課題解決のためのサービス、空き

家活用による取り組みの検討 
 

取組検討 

R3年度  
空き家活用による事業の推進 

 
事業立ち上げ 

R4年度  
木材利用建築物の拡大・支援 木造住宅建築助成 

 継続 
 

地元産木材利用の啓発活動を進

め、利用を推進 
 継続 

 
在来工法及びエコロジーを推進

し、経済対策としての住宅リフォ

ーム、新築増改築の補助施策の充

実を図ります。 

  
 

村内の地域資源や技術を有益な範

囲で情報発信していきます。 
  

 

 

（５）地場産業の育成と新しい事業の創造 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

工業団地等の誘致 工場誘致に関する研究 
 

研究会 

立ち上げ 

R4年度  

暮らしを支える仕事づくり

（商工業) 

雇用拡大を図るためＩＴ関連産業

等の企業誘致を研究します。 
  

 

 



 

 

２．交流・移住の拡大 

基本目標  

村外からの交流人口増大と移住・定住の拡大 

木祖村の人口減少は続いています。しかし、人口減少を抑制し 2025年に 2,550人を維持する

ためには、Ｉ・Ｊ・Ｕターンを積極的に推進する必要があります。また、受け入れの素地とな

る、空き家の活用と多様な価値観を受け入れる土壌づくりを進め、より多くの方が定住できる

よう取り組んでいきます。さらに、移住につながる人を増やすため、空き家を活用した交流、

体験を拡大し、木祖村を訪れる交流人口の増大も図っていきます。 

 

重点戦略  

（１）関係人口拡大のための環境整備 

（２）木祖村の魅力を発信する体験、交流の拡大 

（３）空き家を活用した交流、移住の拡大 

（４）多様な価値観を受け入れる土壌の整備 

 

【重点戦略を実現するための施策】 

（１）関係人口拡大のための環境整備 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

多様な価値観を受け入れる土

壌の整備 

広域サイン整備計画に合わせた観

光マップ看板の更新 
 

更新完了 

R6年度  

新規設置場所の検討、新設 

（鳥居峠、道の駅など） 
 

設置数 

５箇所  
観光施設（民宿、食堂他）へ

の施設整備補助 

新型コロナを見据えたインバウン

ド対応に資する施設整備補助 
 

補助制度制定 

Ｒ6年度  
観光受入体制の整備（観光協

会他、情報 BOX、笑ん館） 

配布用案内マップの作成 
 

マップ制作 

R4年度  
源流、親水公園の活用 

 
新たな活用

開始 

R4年度  

源流の里」としての魅力づく

り（交流） 

東海地区木祖村人会の発展と、更

に交流が深まる取り組みを進めま

す。 

  
 

現在の交流事業を検証し、経済交

流へと発展させる。 
  

 
木曽川流域経済交流に、源流の村

として積極的に参加していきま

す。 

  
 

木祖村名古屋総合拠点施設（木祖

村アンテナショップ）の充実を図

るため、取扱商品を拡大し、売り

上げの向上を目指します。また、

木祖村の情報発信を積極的に実施

します。 

  
 



 

 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

官民問わず、村民が積極的に関わ

ることのできる多様な交流を推進

します。 

  
 

林間学校や体験学習を通じた、都

市部との交流を推進していきま

す。 
  

 

（一社）木祖村観光協会や村内観

光事業者と連携し、都市部からの

受け入れ態勢を強化します。 
  

 

 

（２）木祖村の魅力を発信する体験、交流の拡大 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

インターネット、SNSを利用

した発信 

旬の野菜をネット通販で販売 
 

開始年度 

R3年度  
特産品を使った地元メニューの紹

介 
 

開始年度 

R2年度  
的を絞った行事によるツアー

の企画（祭り等）の開催 

地元主導のツアー企画実施 
 

年間実施回数 

２回  
ツアー参加者のアンケート、感想 

 
参加者数 

60人  
観光 PR動画の作成と活用 四季を通じた観光ＰＲ動画の制作 

 
放映開始 

Ｒ5 年度  
特産品を使った統一メニュー

の提供 

木祖村ならではの統一メニューを

開発し、飲食店で提供する。 
 

メニューの 

開発  
源流の里」としての魅力づく

り（魅力発信） 

インターネットなどの情報メディ

アを活用した事業展開や教育など

さまざまな活用事例を研究し、村

民に周知するとともに、インター

ネット普及率をさらに向上させま

す。 

  
 

住民ニーズや広く社会が利用する

情報媒体を活用し、情報発信に努

めます。 

  
 

木祖村での住まい情報を提供し、

村内住民の定住化や村外からの移

住を促進します。 

  
 

東海地方のみならず長野県内、関

東方面にも積極的な情報発信を実

施します。 

  
 

 

（３）空き家を活用した交流、移住の拡大 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

空き家補助制度の充実 店舗としての活用支援 

除却した場合の固定資産税減免制

度の新設 

 
制度開始 

R4年度  

空き家を利用したイベントの

実施及び関係人口の拡大 

木曽ペインティングの継続と発展 
 

関係人口 

300人  



 

 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

活用可能空き家の掘り出し 空き家所有者に空き家バンク制度

を周知し、登録軒数を増やす。 
 

登録軒数 

20軒  
移住体験ツアーの実施 郡内で連携した体験ツアーの募

集、実施  

実施回数 

４回 
参加者数 

50人 
 

空き家を活用した簡易宿泊所

設置の提案 

空き家を簡易宿泊所にする研究 
 

簡易宿泊所 

１軒  

 

（４）多様な価値観を受け入れる土壌の整備 

 

 

 

 

 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

声かけのための知識（英会

話、単語、道案内）教室 

声かけのための英会話教室の開

催、英語ガイドの養成  

開催数 

年３回 
参加者数 

50人 
 

小冊子の企画、印刷 
 

 

 
移住した方へのアンケートや

交流会の実施 

県や郡と連携した移住者同士の交

流の場づくり  

実施回数 

３回 
参加者数

100人 
 



 

 

３．子育て、多世代交流 

基本目標  

みんなでつくる、子育てしやすい環境と多世代交流 

子育て世代の声に耳を傾け、子どもを健やかに育てる環境を整備するとともに、多世代が交

流することを通じて、子育てしやすい環境を整備していきます。 

 

重点戦略  

（１）出会いと交流の場の拡大 

（２）子育て世代への支援拡大 

（３）木祖村らしい教育、子育て環境の整備 

（４）多世代交流による子育て支援 

 

【重点戦略を実現するための施策】 

（１）出会いと交流の場の拡大 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

源気出会いサポートセンター

の運営 

告知方法を工夫し、サポートセン

ターへの登録者数増大 

現状 

14人 
登録者数 

20人  
婚活・結婚のサポート 県や郡と連携し、婚活を積極的に

行える体制作りを行う。 
  

 

新婚世帯へ補助を行うことで、結

婚への金銭的不安の解消を図る。 
  

 

 

（２）子育て世代への支援拡大 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

商品券制度による経済的支援 子育て支援となる商品券制度の研

究 
 

制度の研究 

R2年度  
商品券の発行と利用促進 

 
制度の開始 

R4年度  
一人ひとりが生きがいをもっ

て暮らせる基盤づくり（ひと

り親家庭支援） 

保健福祉事務所と連携をとりなが

ら、ひとり親家庭の就業に向けた

情報及び支援体制の周知などに努

めます。 

  
 

 

（３）木祖村らしい教育、子育て環境の整備 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

現在実施している事業の継続

（「総合的な学習の時間」

等）地域の教材と関わる学習 

地域の教材と関わる学習を通じて

地域の良さを感じる生徒が増えて

きていると答える割合 

30％ 35％ 
 



 

 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

一人ひとりが生きがいをもっ

て暮らせる基盤づくり（学校

教育） 

小中学校における教育環境の整備

促進と活動の充実（ＩＣＴ教育の

更なる促進） 
  

 
部活動の地域移行をはじめ、児童

生徒の活動と社会教育の融合促進  

部活動の地

域移行の試

行を開始す

る 
 

少子化及び小・中学校の老朽化に

対応するため、今後の学校の在り

方について検討を始めます。 

 

 
検討会の開

催  

一人ひとりが生きがいをもっ

て暮らせる基盤づくり（児童

福祉・少子化対策） 

「木祖村子ども子育て支援事業計

画」に沿った事業を展開します。 

 

 

子ども家庭

センターの

立ち上げと

事業実施 
 

一人ひとりが生きがいをもっ

て暮らせる基盤づくり(社会

教育) 

コロナ禍における生涯学習活動の

場としてのサークル活動や講座の

開催 
 

既存講座の

見直し 

 
学校図書館と源流図書館の連携を

推進し読書に親しむ機会を提供す

る。 

 

幼児期教室

の開催 

  

コミュニティスクールを中核とし

た地域と学校の連携事業の推進  

もいちど小

中学校、す

くすく大学

の開催 
 

総合型地域スポーツクラブの法人

化  法人化実施 

 

 

 

 

（４）男女共同参画の推進 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

① 家事・育児・介護など家庭生活の中でお互いを思いやり、協力できる環境の構築 

家事・育児・介護について家

族の理解と協力を得られる環

境を整えるための働きかけを

進めます。また、家事・育

児・介護に対する支援やサー

ビス情報等を発信し、様々な

機関と連携し、家庭生活の中

でお互いを思いやり、協力で

きる環境を整備していきま

す。 

広報啓発活動 

 啓発冊子の配布等 

  
 



 

 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

家事・育児・介護について家

族の理解と協力を得られる環

境を整えるための働きかけを

進めます。また、家事・育

児・介護に対する支援やサー

ビス情報等を発信し、様々な

機関と連携し、家庭生活の中

でお互いを思いやり、協力で

きる環境を整備していきま

す。 

広報啓発活動 

 啓発冊子の配布等 

   

 
 

 

 

 

 

② 男女がいきいきと参画し、思いやりをもって共同できる地域社会・働きやすい職場環境づくり 

住民一人ひとりが年齢・性別

に関係なく、自分らしさとそ

の能力を十分に発揮するた

め、それぞれが男女共同参画

の視点をもち、地域・職場に

おいて積極的に意識して取り

組めるよう働きかけるととも

に、地域社会では、男女がそ

れぞれ思いやりをもって、地

域づくりを進めます。また、

職場においても、男女が共に

働きやすくなるよう、職場環

境の整備を支援していきま

す。 

広報啓発活動 

 啓発冊子の配布等 

   

 
 

 

 

 

 

 



 

 

４．健康で安心な村づくり 

基本目標  

健康で安心して暮らせる、元気な村づくり 

みんなが健康で安心して暮らすため、生活基盤の整備や防災対策、生活弱者への支援や健康

を保つための取り組みを進め、元気な村をつくります。 

 

重点戦略  

（１）自治会組織の再編と地域力の強化 

（２）安全、安心な暮らしと防災対策 

（３）健康で暮らせる生活の支援 

（４）暮らしを支える生活基盤の整備 

 

【重点戦略を実現するための施策】 

（１）自治会組織の再編と地域力の強化 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

自治会組織の検討会の設置 自治組織のあるべき姿の確認と再

編のための議論 未実施 
検討会設置 

R02年度  再編のためのロードマップの作成 

地域活動への補助、支援の見

直し 

地域活動が自主的に行われるため

の支援の研究 
 

研究終了 

R3年度  
自治会要望の進捗管理 

 
管理開始 

R4年度  

安全、安心の地域づくり 

（コミュニティ活動） 

公共施設総合管理計画 に基づい

た集会施設の統廃合・長寿命化を

図りながら自治会の再編について

研究します。 

  
 

各自治会を基とし地域自治協議会

や地域の団体、住民による地域づ

くりを進めます。 

  
 

 

（２）安全、安心な暮らしと防災対策 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

外灯の点検、見直し 外灯の LED化の推進 
年間更新数 

３箇所 
年間更新数 

５箇所 
 

設置場所等の再検討 

 
危険木の除去及び対応方法の

周知 

公的施設への危険影響箇所の把握 

 
補助事業 

実施件数 

10件 

 
危険木撤去に関する啓発、具体的

な対応方法の紹介  
防災備蓄品の充実、計画的更

新 

災害に備えるため、自治会への防

災備品購入補助の継続 
 計画的実施 

 



 

 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

安全、安心の地域づくり 

（治山治水） 

治山、砂防、河川整備事業など、

国、県に対し事業の促進を要望し

ます。 

  
 

危険個所へのパトロールを強化し

ます。 
  

 
倒木による沢筋崩壊と流失への対

策を行います。 
  

 
安全、安心の地域づくり 

（消防） 

現状に則した消防組織の整備を図

り、常に最善の体制を構築しま

す。 

  
 

防火水槽の計画的な設置、消防車

両などの更新、消防施設の効率的

整備と充実を図ります。 

  
 

多種多様な災害に対応した消防団

員の技術向上と住民による初期消

火体制の強化を図ります。 

  
 

女性消防団員の勧誘と予防消防の

普及を図ります。 
  

 

安全、安心の地域づくり 

（防災） 

総合防災訓練を定期的に行い、住

民の防災意識の高揚を図ります。 
  

 
各地域における自主防災組織の設

立と自助・共助意識の向上を図り

ます。 

  
 

地域のニーズに適応した防災備品

購入補助金の交付と継続的活用の

推進により、地区の防災コミュニ

ケーションの拡充を図ります。 

  
 

避難施設、一般住宅の耐震改修事

業を推進します。 
  

 
雨量テレメーター、河川監視カメ

ラなどの情報を活用して、住民に

いち早く避難情報を配信するシス

テムを構築します。 

  
 

県内外市町村との災害時相互応援

協定の締結並びに民間を含めた防

災協定の締結により、災害対策コ

ミュニティを広げます。 

  
 

災害時住民支え合いマップを定期

的に見直すとともに、危機管理全

般を網羅したハザードマップなど

を整備し、住民が安全安心に暮ら

せるよう努めます。 

  
 

災害発生時における交通の確保に

ついて研究します。 
  

 
老朽危険空き家について、解体補

助金の交付と制度周知により解体

を促します。 

  
 

安全、安心の地域づくり 

（防犯） 

防犯灯など、防犯設備の補助金を

交付します。 
  

 
関係機関との連携を密にし、青少

年の非行防止に努めます。 
  

 



 

 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

防犯診断、防犯パトロールを実施

します。 
  

 
広報活動を強化し、夜間、外出時

の戸締まりや自動車のドアロック

など、防犯意識 

の高揚を図り、犯罪の発生を防止

します。 

  
 

小・中学生に防犯用品の携帯を勧

めます。 
  

 
小・中学校への訪問者の玄関口で

のチェックを徹底します。 
  

 
電話やインターネットを利用した

振り込み詐欺などの犯罪に対し

て、その心構えや対処方法を高齢

者や青少年に啓発します。 

  
 

安全、安心の地域づくり 

（交通安全） 

交通ルールの順守と正しい交通マ

ナーの実践、習慣づけにより、交

通事故防止の徹底を図ります。 

  
 

関係機関との連携を密にし、青少

年の非行防止に努めます。 
  

 
チャイルドシートや後部座席を含

めたシートベルトの着用を推進し

ます。 

  
 

交通安全に対する広報活動を推進

します。 
  

 
高齢者向けの講習会・安全教室な

どを開催し、高齢者の交通事故を

防ぎます。 

  
 

飲酒運転を撲滅します。 
  

 
一人ひとりが生きがいをもっ

て暮らせる基盤づくり(社会

教育） 

社会教育施設の老朽化に対応する

ため、地域の防災拠点となる施設

であることも視野に入れ、他施設

との整合も図りながら、修繕を順

次実施していきます。 

  
 

一人ひとりが生きがいをもっ

て暮らせる基盤づくり(社会

体育） 

社会体育施設の老朽化に対応する

ため、地域の防災拠点となる施設

であることも視野に入れ、非構造

部材の耐震化や修繕を順次実施し

ていきます。 

  
 

 

（３）健康で暮らせる生活の支援 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

公民館活動、サークルの支援 公民館活動への参加者拡大 参加者数 

163人 
参加者数 

180人  
公民館サークルの拡大 サークル数 

38 
サークル数 

40  
健康づくり ① 生涯を通じた健康づくり 



 

 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

 各種検診の受診率向上 平均受診率 

68％ 
平均受診率 

70％  
健康増進のための取り組み、予防

活動の推進 

高血圧罹患率 

44.5％ 
高血圧罹患率 

35％  
被保険者に対し、特定健康診査・

特定保健指導を中心とした保健指

導を強化し、健康への意識向上と

疾病の予防を図ります。 

  
 

医療費通知の実施により、多受

診、重複受診などの抑制に努める

ほか、ジェネリック医薬品の普及

促進を行い、医療費の適正化を図

ります。 

  
 

② 健康づくりに取り組みやすい地域づくり 

健康教室の開催 新規参加率 

15％ 
新規参加率 

15％  
高齢者福祉 ① 一人ひとりが、健康に関心を持ち、健康づくり、介護予防をする

村づくり 

健康教室の開催 

（介護予防分） 

新規参加率 

15％ 
新規参加率 

15％  

② だれもが、世代関係なく人とつながり、役割をもって、社会に参加する

村づくり 

新設施設の活用と利用拡大 
 

利用者数 

3000人  
③ 誰でも、お互いに気になる、支え合いの地域づくりを進める村づくり 

生活支援体制整備 

支え合いの推進 
 

広報紙 

年１回発行  

障がい者福祉 ① 障がいの理解を深める。 

障がいは性格が異なるように、一

人一人違うことの理解を深める

【啓発】 

 
広報誌 

年１回発行  

学校での障がいに対する教育を深

める【教育】 
 

小学生及び 

中学生と、 

障がいのあ

る方との交

流 

年各１回 

 

② 障がいのあるなしに関わらず誰もがみな生活しやすい村づくり 

誰でも生活しやすい環境づくりの

推進【環境】  

当事者の声

を聴く会の

開催 

年１回 
 

 

（４）暮らしを支える生活基盤の整備 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

公共交通の利用促進 村外へのアクセスに関する施策 

・広域連携による木曽病院線の研

究と構築 

 
R６ 

連携案作成  



 

 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

・駅の利便性向上（全て 1番線利

用できないか JRへ要望。） 

 

村民の生活支援のため交通施策の

実施 

・公共交通の利用促進 

・バスとデマンドタクシーの交通

体系の整理 

 

・免許返納者に向けた定期券の

PR促進 

 

・デマンドタクシーを活用した住

民支援策の研究 

 

バス年間利用

者 9,000 人以

上 

 

デマンド 

毎月 

500 人以上 

 

R6 年度まで

に交通体系の

整理 

 

R6 年度まで

に具体的支援

策 

 

災害時の停電対策 停電の際に必要な対応の研究 
 

研究終了 

R3年度  
買い物弱者支援の研究 移動販売車の可能性や買い物弱者

の移動手段を研究  

移動販売車

もしくは移

動手段の確

保 
 

生活インフラの整備 修繕が必要な道路橋の修繕実施率 修繕実施率 

33％ 
修繕実施率 

100％  
老朽化した水道管の更新 老朽管延長 

15,232m 
老朽管延長 

14,192m  
国道 19 号の迂回路として、

（主）県道奈川木祖線の改良、整

備促進を県に要望します。 

  
 

薮原改良の早期完成と、国道 19 

号の整備促進を国に要望します。 
  

 
道路施設の長寿命化を図るため、

地元要望などを勘案し計画的に保

守修繕、更新を行うとともに住民

の協働による維持・管理施策を継

続します。 

  
 

上下水道施設の老朽化にともなう

計画的な施設更新を行い、効率的

な業務運営を目指します。 

  
 

 



 

 

５．効率・効果的な行政運営とサービスの提供 

基本目標  

行政が担うべき事業やサービスの適切な運営 

人口が減少し、国の財政も厳しい中、持続できる行政サービスのあり方が問われています。

組織の定員などの適正化や、効果的、効率的な財政運営、計画的な公有財産管理の管理に取り

組んでいきます。 

また、行政の取り組みについて住民に分かりやすく伝えていくための行政情報の発信に取り

組んでいきます。 

「木祖村気候非常事態宣言」を掲げ、「木祖村自然エネルギー活用計画」、「源流の里 木祖

村景観計画」「木祖村地球温暖化対策実行計画」を基にした自然保護や環境保全、再生可能エ

ネルギーの研究を推進します。 

 

重点戦略  

（１）効率的な行政運営の実施 

（２）広報・広聴による情報発信と意見の収集 

（３）公平・公正な課税、徴収また財源のあり方の追求 

（４）健全な財政運営の実施 

（５）木祖村らしい景観形成 

（６）自然保護・環境保全、再生可能エネルギーの研究 

（７）公有財産管理の適切な管理 

（８）文化財の伝承と適正な管理 

（９）男女共同参画の推進 

 

【重点戦略を実現するための施策】 

（１）効率的な行政運営の実施 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

持続できる行政サービスの構

築 

役場事務のさらなる効率性を追求

し、行政サービスの向上を目指し

ます。   
 行政組織や定員などの適正化に努

めます。 

民間委託、指定管理者制度など、

制度の優位性が発揮できるよう管

理体制を構築します。 

  
 

デジタル化による各種手続きのオ

ンライン化や利用者の利便向上に

努めます。 

  
  

職員研修などを通じて、職員の行

政サービス力を向上していきま

す。 

  
 



 

 

（２）広報・広聴による情報発信と意見の収集 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

情報発信 行政懇談会や村づくりミーティン

グを通じて行政情報を発信しま

す。 
  

 ホームページや SNS などインタ

ーネットを活用した広報活動を充

実させます。 

「広報きそ」の内容を充実させる

とともに、ホームページなどと連

動した取り組みも進めます 

  
 

ーブルテレビ自主放送による行政

情報などの発信に努め、住民が視

聴して「楽しい・感動する・ため

になる」番組づくりを検討してい

きます。 

  
 

ケーブルテレビを活用した高齢者

の見守りや村情報の提供などケー

ブルテレビの新たな活用方法を研

究します。 

  
 

広聴による意見の収集 行政懇談会やホームページなど住

民からの意見等の集約を積極的に

推進します。 

  
 

 

（３）公平・公正な課税、徴収また財源のあり方の追求 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

公平・公正な課税、徴収また

財源のあり方を追求する 

申告に係るチェック体制の整備や

固定資産評価の精度を高めること

により適正な課税に努めます。 

- 

マニュアル

の整備と年

1 回の研修

の実施。 
 

滞納整理計画を立て、関係各課と

の連携を密にし、収納率の向上及

び滞納整理に努めます。 - 

年間 3回の

徴収対策会

議を開催。

滞納者の情

報共有の仕

組みを構

築。 

 

木祖村にふさわしい財源のあり方

について、調査、研究を進めま

す。 

- 
徴収対策会

議内での検

討（3回）  

 

（４）健全な財政運営の実施 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

選択と集中による健全な財政

運営の実施と行財政の見える

化 

新公会計制度のもと適切な会計処

理を行います。 
  

 
厳しい行財政環境のもと、構造改

革を踏まえた国の予算編成の動向

や地方財政対策などを見極めなが

ら、全力を挙げて所用財源の積極

的な確保を図ります。 

  
 



 

 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

行政の果たす役割と領域をさらに

検討し、経費の削減や効率化を一

層進めていきます。 

  
 

財政調整機能として村債を活用

し、負担の公平化と住民サービス

に努めます。なお、村債の発行に

は十分留意し、将来にわたる財政

の健全化にも努めます 

  
 

投資的事業の実施に当たっては、

「選択と重点化」により、優先順

位の明確化による財源の効率的運

用に努めます。 

  
 

行政サービスに係る公費負担と受

益者負担の再検討を行い、受益者

負担の適正化を図ります。 

  
 

効率性・必要性・成果を重視しな

がら検証し、最少の経費で最大の

効果が発揮できるよう検討してい

きます。 

  
 

行財政運営状況の説明責任を果た

すため、財政事情の公表、資産情

報整備を行いながら、ストック情

報など発生主義を取り入れたバラ

ンスシート、行政コスト決算書な

どの作成・公表のほか、財政健全

化の取り組みについても実績把握

と公表を行います。 

  
 

 

（５）木祖村らしい景観形成の構築 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

景観形成の推進と情報発信 木曽川の「源流の里」として誇れ

る景観形成を進め、水と緑を保全

し、自然と共生した木祖村らしい

環境保全に努めます。 

  
 

木曽路や木曽川・観光地など、木

祖村らしい眺望を取り戻すための

施策として、景観に配慮した支障

木等の伐採を進めます。 

  
 

景観形成のモデルとなる事業を展

開するとともにＳＮＳ等で情報を

発信し、景観形成に対する住民意

識の高揚を図っていきます。 

  
 

村民と協働した景観形成を図るた

め、住民応援協定の締結を推進し

ていきます。 

  
 

 

 

 



 

 

（６）自然保護・環境保全、再生可能エネルギーの研究 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

自然保護と環境保全の推進 木曽川の水、源流の水質保全のた

め、不法投棄防止に努めます。 

 

ごみパトロ

ールによる

年２０回以

上の村内循

環実施。 

定期的な周

知活動の実

施。 

 

木祖村本来の自然を保護するた

め、特定外来生物の駆除活動を推

進します。  

繁殖規模に

応じた駆除

活動の実

施。 

定期的な周

知活動の実

施。 

 

「木祖村地球温暖化対策実行計

画」に基づき、温室効果ガス削減

とゼロカーボン化の推進について

研究・施策実施を推進します。  

排出量集計

とそれを基

にした検討

会の実施。

（年１回） 

ゼロカーボ

ン推進研究

会の活動実

施。 

 

再生可能エネルギー事業の推進 

 

水力発電事

業における

調査・検

討。 

ゼロカーボ

ン推進研究

会における

再生可能エ

ネルギー効

果の研究・ 

 

生ごみやプラスチック容器包装製

品などの適正な分別収集を実施

し、ごみの減量化を図ります。 
 

エコポイン

ト事業の実

施。 

ごみの出し

方や分別推

進の定期的

な周知活動

の実施。 

 

 

（７）公有財産管理の計画的な管理 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

村営住宅の整備・維持管理 若者の村外への流出を防ぐため、

村営住宅整備等の定住化対策の推

進 

  
 

公共施設の維持管理 公共施設管理計画に基づいた施設

等の計画的な維持管理 
  

 

 

（８）文化財の伝承と適正な管理 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

文化財の保護と適正な管理の

実施及び情報発信 

地域文化の宝である『お六櫛の技

法』などの文化財の保護・保存・

伝承を進めます。 

  
 



 

 

施策 事業内容 
R01 

基準数値 

R06 

目標数値 
SDGs 

公共施設の維持管理 日本遺産指定による地域活性化の

推進のため文化財の活用を進めら

れるよう、観光行政との連携をす

る中で、さらに地域文化の掘り起

こし、その保存や伝承について研

究します。 

  
 

郷土館の屋根、壁などの補修工事

の実施に併せ、駐車場や案内看板

を充実させ、利用されやすい環境

づくりを進めます。 

  
 

村ホームページの「史跡・文化コ

ーナー」を充実させ、村民をはじ

めとした多くの人に木祖村の文化

財を発信します。 

  
 

木祖村の自然や歴史・文化などの

資料について、保管、収集のあり

方を検討し、未来への貴重な財産

の保存を進めます。 

  
 

 

 



 

 

ＳＤＧs とは 

2015年 9月の国連サミットで全会一致で採択された、「誰一人取り残されない」持続可能で多

様性と包摂性のある社会の実現のため、2030年までを期限とする、17の国際目標。 

その特徴は、以下の５つとなります。 

普遍性：先進国を含め、全ての国が行動する 

包摂性：人間の安全保障の理念を反映し、「誰一人取り残さない」 

参画型：全てのステークホルダー（政府、企業、ＮＧＯ、有識者等）が役割を 

統合性：社会・経済・環境は不可分であり、統合的に取り組む 

透明性：モニタリング指標を定め、定期的にフォローアップ 

 

 

 

(1貧困) (2飢餓) (3保健) (4教育) (5ジェンダー) (6水・衛生) 

      

(7エネルギー) (8成長・雇用) (9イノベーション) (10不平等) (11都市) (12生産・消費) 

      

(13気候変動) (14海洋資源) (15陸上資源) (16平和) (17実施手段)  

      
 

 

 

 


